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会計的認識 と実現概念の拡張問題

阿

藤 井 秀 樹

1は じ め に

筆 者 は,別 稿(藤 井 〔19956〕)に お い て,実 現概 念 の 拡 張 問 題 を論 じた代 表

的 な先 行 文 献 を と りあげ,そ の議 論 を概 観 した 。 そ の結 果,先 行 文 献 で は.実

現 概 念 の拡 張 を導 く規 準 と して,資 産 お よび負 債 の変 化 の 「確 定 性 」 と 「客 観

性 」.(AAA〔1957〕,p.538),項 目 の 「測 定 可 能 性 」 と 「恒 久 性 」(Windal

〔1961〕,PP,251-252),測 定 の.「信 頼 性 」(CarsbergandNoke〔1989〕,p.35)

等 が提 示 さ れ る と 同時 に,実 現 を会計 的認 識(以 下 た ん に.「認 識 」 とい う場 合

もあ る)の 一般 的規 準 と して 措 定 す る立場 か ら,あ り うべ き認 識 の拡 張 が 規 範

的 に論 じられ て きた こ とが 明 らか とな った%

先行 文 献 にお け る こ う した 議 論 はい ず れ も,'TweedieandWhittingtonの い

う 「経 済 的 実 質 ア プ ロ7チ 」(TweedieandWhittington〔1990〕,p.97)に もと

つ く議 論 とい え.るで あ ろ う。 ご くか ん た ん にい え ば,「 経 済 的 実 質 ア プロ.一チ」

とは,企 業 の財 務 状 況 や 諸 活 動 の 「経 済 的 実 質 」.を財務 諸表 に反 映 させ.るこ と

を 財務 報告 の主 た る課 題 の1つ とす る観 点 か ら,.あ るべ き会 計 基 準 や 会 計 実 務

を 構 想 ・提 唱 す る理 論 的 ア プ ロ ーチ を い う。.「経 済 的 実 質 ア プ ロー チ」 に も と

つ く議 論 は,認 識 拡 張 を もた らす 新 しい 会 計 基準 や 会計 実務 を構 想 ・提 唱 す る

.に は 有用 とい え るか も しれ ない 。 しか し,そ の 議 論 は,立 論 の性 質上,認 識 拡

8本 稿 は,日 本簿記学会簿記理論研究部会 〔部会長 ・土 方久西南学院 大学教授,1995-1996年 度)

「簿記 における利益計算 システムの研 究」 最終報告,1996年 の筆者担 当稿 に加筆 した ものである。

D英 米 の会計学文献 におけ る実現概念の展 開を通史的に論 じた最近の研 究と して、森川 〔1996〕

がある。
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張の政策的 「必要性」.を強調 した議論となるために,と もすれば,認 識拡張の

理論的 「可能性」を等閑視したものとなりがちであ り,こ.の点が,「 経済的実

質アプローチ」の1つ の難点 とされてきたのである%

そこで,本 稿では,伝 統的な利益測定プロセスのもとでは,そ もそもどのよ

うな認識操作が実施されているのか(あ るいは実施されてきたのか},そ して

また,当 該利益測定プロセスには認識拡張のどのような可能性がひそんでいる

のかを理論分析的に明らかにしたうえで,そ の検討結果にてらして,先 行文献

によってなされてきた実現概.念拡張の提案の理論的.含意を再解釈 してみること

にしたいと思 う。

11伝 統的な利益測定プロセスと認識拡張の可能性

〔1)利 益測 定プロセスにおける1次 認識 と2次 認識..、 、.

.企 業(よ り.一般 的 に は 「実体 」entity,以 下 同 じ)に 生 じる経 済 事 象 は,会

計 的 認 識 をつ う じて,財 務 諸 表 に記 載 さ れ る べ き要 素 ・項 目(「 財 務諸 表 に記

載 され るべ き要 素 ・項 目」 を以 下 「財 務 諸 表 要 素 」 あ る い は た ん に 「要 素 」 と

い う場 合 もあ る)に 変 換 され る。 会 計 に お い.て,要 素 に変 換 さ れ るべ き経 済 事

象 は,「 取 引」(transaction)と して現 わ れ る。 取 引 は,以 下 にみ る よ う な2つ

の段 階 的.認識 操 作 をつ う じて 要 素 に 変 換 さ れ る㌔ ・...驚..〕

取 引 は,ま ず,そ の 発 生 順 に逐 次 累 積 的 に 記録 さ れ,一 定 の ク ラ ス ご と に分

類 され る。 こ の操 作 は,一 般 に,「 原 始 記 入 」(originalentry)と 呼 ば れ て い

る。 当該 記 入 に お いて 具 体 的 に記 録 ・分 類 さ れ る の は,取 引 に とも な う現 金 収

支 とそ の原 因事 象 で あ る。 当 該 記 入 をつ う じて,財 務 諸 表 要素 のい わ ば 「母 集

2).こ の 点 の 詳 細 につ い て ば,笠 井 〔1995〕,21-26ペ ー ジ;石 川 〔1995〕,23ペ ー ジ を 参照 さ れ た.

.い。 ま た,「 経 済 的 実 質」 とい う用 語 の 問 題点 につ い て は,藤 井 〔199x〕,144148ぺLジ を 参 照

され た い。

.. 3)会 計 に お け る伝 統 的 な利 益 測 定 プ ロセ スを,以 下 に提 示 す る よ う な2つ の段 階 的 認 識採 作 の プ

ロ セ ス と して把 握 す る こ と につ い て は,Littletlm〔1953〕,vv.36-37か ら示 唆 を え て い る 。

以 上 の 詳細 につ い て は,さ ら に,藤 井 〔1991〕,19-33ペ ー ジ;藤 井 〔1994),90-96ペ ー ジ;藤

井 〔且99伽 〕.87-91べ ・...ジを 参照 され た い。
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会計的認識と実現概念の拡張問題(417).3

団 」のが 逐 次 累 積 的 に 形 成 され る こ と に な る の で あ る。 この 認 識 操 作 は,「 あ る

項 目 を実 体 の財 務 諸 表 に,資 産,負 債,収 益,費 用,も し くは これ らに類 す る

もの と して正 式 に 記 録 また は記 載 す る プ ロ セ ス」(FASB〔1984〕,par.6>の 第

1段 階 を なす もの で あ る。 そ こで,以 下,本 稿 で は,か か る認 識 を 「1次 認

識 」.と呼 ぶ こ と にす る。

1次 認 識 に お い て 記 録 ・分類 さ れ た 現 金 収 支 とそ の原 因事 象 は,決 算 に あ

た っ て,当 期 の成 果 に作 用 す る もの(す な わ ち損 益 計 算 書 の 要 素)と 当 期 の 成

果 に作 用 しない もの(す なわ ち貸 借 対 照表 の要 素 〉 に区 分 され る。;の 操 作 は,

一般 に
,「 決 算 記 入 」(closingentry)と 呼 ばれ て い る 。 す な わ ち,当 該 記 入 を

つ う じて.収 益 ・費 用 の 「期 間帰 属 決 定 」(timing)が 実 施 され,当 期 の財 務

諸表 に記 載 さ れ るべ き要 素 とそ の 金 額 が 決 定 さ れ る ので あ る。 この 認 識 操 作 は,

「あ る項 目を実 体 の財 務 諸 表 に,資 産,負 債,収 益,費 凧 も し くは これ ら に

類 す る もの と して 正 式 に 記 録 ま た は記 載 す る プ ロ セ ス」、(FASB〔1984〕,par、

6>の 第2段 階 を な す もの で あ る。 そ こで,以 下,本 稿 で は,か か る認 識 を

「2次 認 識」 と呼 ぶ こ とにす る。 取 引 を要 素 に変換 す る プ ロセ スは,2次 認 識

に よ って 実 質 的 に完.∫す る。

2次 認 識 を つ う じて 決定 さ乳 た要 素 とその 金 額 は,さ ら に財 務 諸 表 に記 載 さ

れ,会 計 情 報 と して利 害 関係 者 に伝 達 され る。 この 手 続 き は,一 般 に 「報 告 」

(reporting)と 呼 ば れ て い る。 報 告 は,「 あ る項 目 を実 体 の財 務 諸 表 に,資 産,

負 債,収 益,費 用,も し くは これ らに類 す る もの と して 正 式 に記 録 また は記 載

す る プ ロ セ ス」(FASB〔1984〕,par,6)の 最 終段 階 を な す もの で あ る。 しか し,

それ は,固 有 の意 味 で の 認 識操 作 を含 ま な い ま っ た く形 式 的 な プ ロセ スで あ る。

また,脚 注 等 で の情 報 開 示(か か る情 報 開示 に は非 財 務 情 韓 の 開 示 も含'まれ て

い る)も,報 告 の重 要 な一 部 をな して い る。 したが っ て,報 告 は,厳 密 な意味

4)財 務 諸表要素の 「母集団」 とい う用語ば,FASB〔1976〕,pp.12-13を 典拠 とした ものであ る。

ここで は,と くに,決 算記入に先立ち試算表 に集 合され る各勘定 口座の残高の貸借合計金額を含

意す る ものと して、当該用語 を使用 している.
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で の 認 識 に 含 ま れ な い と考 え るべ きで あ ろ う。 か か る理 由 か.ら,以 下 で は,報

告 を,考 察 の対 象 か ら除外 す る こ とにす る。

② 認識拡張の2つ の一般的可能性

以..ヒにみるように,伝 統的な利益測定プロセ.スは,ユ 次認識と2次 認識 とい

う相互に機能の異なる,し かし相互に密接に関連 し.合った2つ の認識操作から

構成された段階的プロセスと'して把握 しうるのである。伝統的な利益測定プロ

.セス.をこのように把握するならば,当 該プロセスにおける認識拡張の可能性 と

して,ご く一般的に,.1次 認識の拡張 と2次 認識の拡張という2つ の可能性を

考えるζとができるであろう。これら2つ の可能性の理論的性格を明らかにす

るために,以 下では,当 該各可能性について,も う少 し立ち入った検討を加え

てみることにしたい5}。

会計においては,1次 認識において,す べての取引が,し か し取引だけが,

当該.各取引にともなう現金収支とその原因事象の記録 ・分類という処理手続に

もとづいて,そ の発生順に逐次累積的に認識される。すなわち,か かる認識操

作 をつ うじて,認 識 における 「何」(what)の 問題(す なわち会計において

「何」を認識するかという問題)が 決定され,こ れによって財務諸表要素の母

集団が逐次累積的に形成されることになるのである。しか も,個 々の経済事象 「

が取引 として識別されたならば,こ の認識操作はまったく機械的に実施される

.ことになる。つまり∴1次 認識においては,個 々の経済事象が取引として識別

されるか否かが,認 識操作の焦点となるのである。ということは,す なわち,

取引概念(よ り正確には取引概念によって規定される取引の範囲)が 拡張され

るならば,そ の拡張の度合いに応 じて,1次 認識も拡張されることになるとい

うことである。.以上のことから,.1次 認識の拡張の可能惟は,取 引概念の拡張

の可能性 とかかわ っていることが理解されるのである。

5)認 識 に お け る 「何 」 の 問題 と 「い つ 」 の.問題 を理 論 分 析 的 に 論 じだ 先行 研 究 と して.た と えば,

」ohnsonandStorey〔1982),pp.84-86;徳 賀 〔1990〕,3133ペ ー ジが あ る。
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これにたいし,2次 認識においては,ユ 次認識をつ う.じて記録 ・分類された

現金収支とその原因事象が,当 期の成果に作用するものと当期の成果に作用 し

ないものに区分される。すなわち,か かる認識操作をつ うじて,認 識 における

「いつ」(when)の 問題(す なわち成果作用的要素としての収益 ・費用を 「い

つ」認識するかという問題)が 決定されることになるのである。この決定を実

施するために伝統的に用いられてきた規準が,「 実現」 と 「対応」である.。
'
と同時にここで看過されてならないのは,2次 認識においては,「いつ」の

問題と関連して,通 常,1次 認識をつ うじて形成された財務諸表要素の母集団

の修正認識が実施されるということである。決算認識における見越項 目の計上

処理がそれである。見越項 目の計上処理は,1次 認識を経由しない,2次 認識

のみによる認識を意味 している。2次 認識の拡張の可能性は,よ り具体的にほ,

かかる修正認識を認識拡張に援用 しうる可能性として検討されなくてはならな

いであろう。しかもそのさい留意されるべきは,見 越項目として計上処理され

る経済事象も,会 計においては取引 として識別されているということである。.

つまり,2次 認識の拡張の可能性 も,1次 認識の拡張の可能性 と同様,取 引概

念の拡張の可能性 とかかわっているのである。

以上の考察から,1次 認識の拡張 という可能性をさぐるにせよ,2次 認識の

拡張という可能性をさぐるにせよ,認 識拡張の可能性はいずれも取引概念の拡

張の可能性 とかかわっセいることが理解されるのである。 とすれば,つ ぎに検

討されなくてはならないのは,会 計における取引とは一体 どのような事象をい

うのか,.ま た,当 該取引概念を拡張する可能性 として具体的にどのような可能

性が存在するのかということである。以下,節 をあらためて,こ の問題を検討

していくことにしたい。

III認 識拡張の具体的可能性 としての取引概念拡張の可能性`

.① 取 引概念の理論的含意 をめ ぐって

一般 に
,「 取 引 とは,資 産 ・負 債 ・資 本 の変 動 を もた うす 事 象 の こ とで あ る」
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(安平 〔1993〕,25ペ ー ジ)と され てい る`1。 しか し,か か る取 引 概 念 は,認 識 の

対 象(す な わ ち,わ が 国 の企 業 会 計 原 則 にい う 「会 計 事 実」)を 当為.的に規 定

した もの と はい え な い で あ ろ う。 な ぜ な らば,「 資 産 ・負 債 ・資 本 の変 動 を も

た らす 事 象 」 で あ る はず の ものが 認 識 され ず(と い うこ と はす な わ ち 「簿 記 ・

建 会 計 上 の取 引」 と して 識 別 され ず)
,オ フバ ラ ンス取 引 と して 処 理 され る と い

う事 態 が げ ん に多 数生 じて い るか らで あ る。 認 識 の 現 状 を よ り整 合 的 に記 述 し,

認 識 拡 張 の 方 向性 を理 論 分 析 的 に解 明 す るた め に は,以 上 に み る取 引概 念 と は

別 の取 引 概 念 を用 意 す る必 要 が あ るの で あ る 。

別 稿(藤 井 〔1995a〕,92-94ペ ー ジ)で もふ れ た よ うに,取 引 と は,一 義 的 に

は,企 業 経 営 者 が外 部 の独 立 した 第 三 者 との 間 で お こな う 「原 価 」(COSY)と

「価 値 」(value)の 等 価 交 換 を意 味 し てい る7}。 しか も,こ の等 価 交 換 は,最

悪 の 場 合 で も 「価 値」 に よ って 「原 価 」 だ け は 回収 す る とい う企 業 経営 者 の期

待 に も とづ い て い る 。企 業経 営 者 は,か か る期 待 に確 信 が もて た と きに は じめ

て 取 引 を 実 行 す る ので あ る。 取 引 に と も な う現 金 また は現 金 等価 物 の支 払 い ・

受 け取 り(「 現 金 ま た は 現 金 等 価 物 の 支 払 い ・受 け取 り」 を以 下 た ん に 「現 金

収 支」 とい う)は,か か る確 信 の,市 場 にた い す る.公式 的 な表 明 を意 味 す る も

の で あ る。

しか し,い った んみ ず か らの 期待 に関 す る確 信 を市 場 に たい して 公 式 的 に表

明 した な らば,企 業 経 営 者 は,当 該 期 待 の達 成 につ い て,自 己 お よ び他 者(こ

の場 合,外 部 利 害 関係 者 と して の他 者)に た い して責 任 を負 わ な くて は な らな

い 。 そ の 責 任 は 「1円 まで 争 い 得 る」(安 藤 〔1993〕,167ペ ー ジ)経 済 的 ・財 務

的 責 任 で あ り,個.々 の取 引 に と もな っ て授 受:され た 現金 の金 額 は,企 業 経 営 者

の期 待 の達 成 度(す なわ ち企 業 経 営 者 に よ る経 営 活動 の成 果)を 測 定 す るた め

の 基 盤 と な る。 つ ま り,取 引 は,「 取 り消 す こ と の で き な い 過 去 」(ljiri

6〕 同 様 の 記 述 は、Paton(1926〕,p.114;沼 田 〔1987〕
,37ペ ー ジ;武 田 〔1983〕,15ペ ー ジ な ど

に もみ られ る。

7)会 計 的 認識 に お け る 「原 価 」 と 「価 値 」 の 詳 細 につ い て は
,Litdeton〔1935〕,PP.269-273;

AAA〔1936〕vv-188-189を 参照 さ れた い 誹
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〔1981〕,p..34)を 表 わ す と同時 に,企 業 経 営 者 が 責 任 を負 うべ き未 来 事 象 を体

現 して い るの で あ る 。 以上 の よ うな意 味 にお いて,会 計 的 認 識 の プ ロセ ス は,

企 業 経 営 者 の 期 待 とい う 「や わ らか い もの」 を,競 争 や 契 約 の 基礎 とな り うる

「か た い もの 」=「 制 度」 的測 定 値 に変 換 す る プ ロセ スで あ る とい う こ とが で

ぎ るセ あ ろ う・,。

② 取 引概念 拡張の鍵 と しての現金概念

さ て,こ こで注 目さ れ る べ き は,伝 統 的 な利 益 測 定 プ ロセ スの も とで は,企

業 経 営 者 の期 待 と当該 期 待 に 関す る責 任 の大 きさ が,取 引 に と もな う現 金 収 支

に も とづ い て 一 意 的 に価 格 づ け られ,し か も当 該 価格 づ け をつ う じて,企 業 経

営 者 の 期 待 と当該 期待 に関 す る責 任 の大 きさ が,「 取 り消 す こ との で き ない 」

金 額 と して確 定 さ れ て い る とい う こ とで あ る。 これ は,2次 認 識 に お け る見 越

項 目の計.ヒ処 理 につ い て も 同様 に指 摘 し う る こ とで あ る。2次 認.識に おい て 見

越 項 目(す な わ ち 未収 項 目 な い し未 払 項 目)と して認 識 さ れ る取 引 は いず れ も,

金 額 が.意 的 に確 定 した将 来現 金収 支 を と も な って お り,当 該 見越 項 目の計 上

に よ って 表 明 さ れ る企 業 経 営 者 の期 待 と 当該 期 待 に関 す る責 任 の大 きさ は,当

該 将 来 現 金収 支 に も とづ い て.一一意 的 に価 格 づ け られ,基 本 的 に 「取 り消 す こ と

の で きな い」 金額 と して確 定 され て い るの で あ る。

つ ま り,伝 統 的 な利 益 測 定 プpセ ス の もとで の 認 識 はつ ね に,一 意 的 に確 定

さ れ た 現 金収 支 に 基礎 づ け られ てい るの で あ る。.いい か え る と,伝 統 的 な利 益

測 定 プ ロ セ スに お い て は,「 す べ て の 費 用 及 び 収 益 は,そ の 支 出 及 び収 入 に基

づ い て 計 上」(企 業 会 計原 則 第二 の 一 のA,傍 点 引 用 者 〉 され て い るの で あ る9,。

8〕Iliri〔1975〕,pp.25-40では.伝 統的な利益測定プロセスのもとで算出される数値が有する最

も重要な特徴として,「硬度」(hardness)が 強調されている。その理論的含意の1つ は,本 文で

指摘 したような点にあると考えられる.

9)か かる認識操作にもとつ ぐ測定はこれまで,「取引価額主義」(中村 〔1975〕,42ページ),「収

支額基準」,「測定対価の原則」(飯野 〔1993〕,11-16ページ),「収 支的評価の原則1〔武田

〔1995〕,132ページ),「支払対価主義」(加古 〔1991〕,14ページ)な どと呼ばれてきた。

なお,E.シ ュマー レンバ・・ハのいう 「全体計算」〔Totak㏄hnung〕を想定 した場合には,.

「すべての費用及び収益」のみならず,す べての資産 ・負債 ・資本もまた,「その支出及び収/
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しば しば会 計 上 の取 引 は 「完 結 した取 引 」(completedtransaction)に 限 定 さ

れ る といわ れ て きた が,.以 上 で の考 察 に引 き寄 せ て い えば,取 引 の 「完 結 」 性

とは,当 該 各 取 引 に と もな う現 金 収 支 の 「完 結 」 性 で あ り,よ り具 体 的 には,

当該 現 金 収 支 の金 額 の 一 意 的 な確 定 性 を い う もの と解 され るの で あ る。

挿 す な わ ち
,以 上 の こ とか ら,取 引概 念 は,た ん に認 識 対 象 を規 定 す る概 念 と

して 機 能 して い るだ けで な く,認 識 対 象 の測 定 方 法 を も 同時 に規 定 す る概 念

(す なわ ち測 定 属 性 と して 取 得 原 価 を排 他 的 に採 用 す る こ と を 強 制 す る概 念)

と して 機 能 して い る こ.とが 理 解 され る の で あ る。 また,そ うで あ れ ば こそ,

「〔伝 統 的 な〕 会 計 は,本 質 的 に評 価 の プ ロ セ ス で は な く,過 去 の原 価 お よ び

収 益 を,当 期 と次 期 以 降 の 会 計 期 間 に 配 分 す る プ ロセ ス」(AAA〔1936〕,p.

謬8)と して顕 現 す る こ とに もな る ので あ る。

以 上 の考 察 か ら,1次 認 識 にお い て認 識 され る取 引 と,2次 認 識 にお い て 認

識 され る取 引 は,い ず れ も,企 業経 営 者 の期 待 を体 現 して い る と同 時 に,当 該

各 取 引 に と もな う現 金収 支 の金 額 が 一意 的 に確 定 して い る とい う点 で 共 通 して

い る こ とが 理 解 さ れ る の で あ る 。 とす れ ば,取 引 概 念 拡 張 の 鍵 は,現 金 概 念

(よ り正 確 に は現 金 等 価 物 概 念)に 求 め る こ とが で き るで あ ろ う。 す な わ ち,.

現 金概 念 が拡 張 され るな らば,企 業 経 営 者 の 期 待 と当 該 期 待 に 関 す る責任 の 大

き さの価 格 づ けの あ り方が 量 的 に ま た は質 的 に拡 張 され,か か る拡 張 を つ1うじ

て,認 識 そ れ 自体 の拡 張 が もた らさ れ る と考 え られ るの で あ る。

Iv実 現概念 と先行文献の再解釈

(1)伝 統 的 な実現概念 の再解釈

利 益 測 定 プ ロセ ス に お け る収 益 の認 識 規 準 で あ る実 現 の 伝 統 的 な 要件 の1つ

と して,こ れ まで 一般 に,財 貨 ・用 役 の対 価 と しての 貨 幣 性 資 産 の 受 領 が あ げ

られ て きだ%

、入に基づいて計上」されることにな.る。.

10)こ の点については.た とえば,福 島 〔1978〕,9-13ページ}菅 原 〔1990〕,ユ5-16ページなどを.

参照されたいΩ
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しか し,前 節で提示 したような理解に立つならば,貨 幣性資産の受領という

事実それ自体よりも,貨 幣性資産の受領によって当該各取引にともなう現金収

入の金額が一意的に確定されるとい う事実の方が,収 益の認識にとってはより

重要な 「決定的事象」(cn」cialevent)と なるのである。すなわち,財 貨 ・用

役の対価 として現金を受領することが確実であ り,か つまた当該現金収入の金

額が一意的に確定 している場合に,当 該取引にともなう収益は実現収益として.

認識されると同時に,当 該取引にともなって受領されるはずの将来現金は貨幣

性資産(た とえば売掛金)と して認識されることになるのである。.

実現の含意を以上のように解釈するならぼ,こ れまで,「 伝統的実現概念か

らは未実現 と.みなされる利益の計上が許容されている例」(日 本会計研究学会

特別委員会 〔1990〕,33ページ)と されてきた多 くの実務(た とえば,未 収収益

の認識,低 額取得社債 ・債権にかかわる収益のアキュムレーション法による認

識,工 事進行基準による収益の認識など)に ついて も,こ れを実現規準の例外

的適用例 としてではなく.暁実現規準の本来的適用例 として位置づけることが可

能となるであろう。

と同時に,伝 統的な実現概念それ自.体のうちに,現 金概念の拡張の痕跡(す

なわち,現 金→通貨代用証券→受取手形 ・売掛金 という拡張の痕跡)を 観察す

ることがで きるのであり,し たがってまた,そ こに現金概念の新たな拡張をつ

うじた実現概念拡張の理論的可能性を見いだす ことがで きるのである。.伝統的

な利益測定プロセスとの連続性や整合性を重視し,現 実的な認識拡張の方途を

摸索する場合には,実 現概念のかかる拡張の可能性は,今 後大いに検討されて

しかるべきであろう。

② 先行文献でなされた諸提案の再解釈

本稿の冒頭でふれたように,先 行文献においては,実 現概念の拡張を導 く規

準 として,資 産および負債の変化の 「確定性」 と 「客観性」,項 目の 「測定可

能性」と 「恒久性」,「測定の信頼性」等が提示されてきた。用語の多様性は認
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め られ る もの の,会 計 数 値 の広 い 意 味 で の 「硬 度 」(hardness)と 「一一意性 」

(uniqueliness)を 指 示 して い る点 で,こ れ らの 規 準 は軌 を一 に して い る とい っ

て よ いで あ ろ う田。 そ して も し,か か る解 釈 が 許 さ れ る とす れ ば,先 行 文 献 で

な され て きた 議 論 は い ず れ も,利 益 測 定 プ ロ セ ス に お け る伝 統 的 な認識 操 作 を

ρ
それなりに意識 したものということがで き,し たがって,そ のかぎりにおいて,

認識拡張の理論的 「可能性」をまったく等閑視 したものではないと評すること

ができるであろう。

問題は,当 該各文献で提案されている認識拡張が,取 引概念とりわけその中

核をなす現金概念のどのような拡張を含意 しているかである。あらためて指摘

するまでもな く,認 識の拡張を導くためには,簿 記 ・会計上の現金にある種の

将来現金を新たに包摂する必要がある。

簿記 ・会計上の現金に包摂されるべき将来現金が,金 額の一意的に確定 した

現金の場合には,現 金概念の(し たがって認識の)量 的拡張が問題 となるにす

ぎない。なぜならば,こ の場合には,取 引にかかわる現金収支の金額は事前に

一意的に確定している.ことになり,し たがってまた,当 該取引にもとづいて企

.業経営者が将来負うべき経済的 ・財務的責任 も事前に一意的に価格づけられて

いることになるからである。かかる認識の拡張が実施されても,利 益測定プロ

セスにおける伝統的な認識操作の枠組みは基本的に損なわれることはないので

ある(一ヒ掲の 「伝統的な実現概念の再解釈」で言及した認識拡張の可能性 もこ

のケースに含まれる)。解約不能の確定額払い未履行契約(た とえばファイナ

ス ・リース契約やテイク ・オア ・ペイ契約など)の 認識は,認 識のかかる量的

拡張によって達成されるであろう。なお,こ の場合,当 該事象は,そ の発生時

点(た とえば7ア イナン.ス・リース契約の場合であれば,当 該契約の締結時

点)で 認識 しうることになる。すなわち,こ の場合には,1次 認識の拡張 とい

う方途をつうじて,オ フバランス取引のオンバランス化が達成されることにな

11}た とえ ば,Windal〔1%1〕,p.254で は,「 恒 久 性 」(pemgnence)の 具 体 的 な特 質 と して,「 当

該 取 引 が 取 り消 され な い こ と 」が 掲 げ られ て い る。

.田.
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る ので あ る1%.

これ にた い し,簿 記 ・会 計上 の現 金 に包 摂 され るべ き将 来 現 金 が,金 額 の 一

意 的 に確 定 して い ない 現金 の場.合に は,現 金 概 念 の(し た が って 認 識 の)質 的

拡 張 が 問 題 とな.る。 な ぜ な らぼ.こ の場 合 に は,取 引 にか か わ る現 金収 支 の金

額 を事 前 に一 意 的 に確 定 す る こ とが で きな い ため に,当 該 金 額 を,認 識 対 象 た

る経 済 事 象 それ 自体 の 測定 に よ って決 定 せ ざ る を え ない か らで あ る 。.すな わ ち,

こ の場 合,J.B.Canningの い う 「直接 評 価 」(Canning〔1929〕,PP,182-183>

が 必 要 とな るの で あ る。 「直接 評 価 」 は,一 意 的 に確 定 され た 現 金 収 支 に も と

つ か ない(す なわ ち 「取 引価 額 主 義 」 か ら離 脱 した)認 識 を含 意 す る とい う点

で,利 益 測 定 プ ロセ ス に お け る伝 統 的 な認 識 操 作 の 枠 組 み を質 的 に 変 更 す る こ

とに な るの で あ る。 い いか え る と,認 識 のか か る拡 張 は,現 実 の.世界 を 会計 の

世界 に写 し取 る擬 制手 法 の変 更 を と もな っ てい るの で あ る。 有 価 証 券 の保 有 利

得 の認 識 や デ リバ テ ィ ブ取 引 の認 識 は,認 識 の か か る質 的 拡 張 に よ って達 成 さ

れ るで あ ろ う。 な お,こ の場 合,当 該 事 象 は,そ の 発 生 後 に生 じる 時点 的状 態

(た とえ ば 有価 証 券 の場 合 で あれ ば,決 算 日 にお け る当 該有 価 証 券 の公 正 価 値 〉

に も とづ い て認 識 され る こ とに な る。 す なわ ち,こ の 場..含には,2次 認 識 の拡

張 とい う方 途 をつ う じて,オ フバ ラ ンス取 引 の オ ンバ ラ ンス化 が 達 成 さ れ る こ

とに な るの で あ る'3)。

.既 述 の よ うに,先 行 文献 は いず れ も,実 現 を,収 益 の認 識 規 準 か ら会 計 的 認

識 の一 般 的 規 準 に拡張 す る こ とを提 案 して い る。.した が って,そ こで想 定 さ れ

て い る認 識 の拡 張 に は,以 ヒに述 べ た次 元 の 異 な る2つ の タ イ プの 認 識 拡張 が

含 まれ てい るの で あ る。先 行 文 献 で は,そ の 区 別 が(意 識 的 に か 無 意 識 的 に か

ば不 明で あ るが)な され て い な い】%し か し,伝 統 的 な利 益 測 定 プ ロ セ ス との

12〕 そ の詳 細 に つ い て は.加 古 〔1993〕,28ベ ー ジ 以 下;藤 井 〔1996b〕,112-118ペ ー ジ を 参 照 さ

れ た い 。

13)そ の詳 細 につ い て は,藤 井 〔19966〕,119123ペ ー ジ を参 照 さ れ た い 。

14)こ の こ とは,先 行 文献 が も っ ぱ ら 「経 済 的 実 質 ア プ ロー チ 」 に 依 拠 した議 論 を展 開 して きた こ

と と鑑 関 係 で は な い よ うに 思わ れ る。
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連 続 性 や 整 創 生を重 視 し,現 実 的 な 認 識拡 張 の 方途 を模 索 す る場 合 に は,以 上

に指 摘 した認 識 拡 張 の2つ の タイ プ を 区 別 した うえ で議 論 を お こ な う こ とが

(少な.くと も理論 家 に.とっ て は)必 要 不 可 欠 の 手続 き とな るで あ ろ う。

.ρ
.

Vむ す び

本稿では,課 題の制約から,い くつかの派生的問題について,言 及すること

ができなかった。そうした問題のうち,と りわけ重要な意味を有するのは,認

識の拡張にともなう企業経営者の期待の変更問題である。

本稿で明らかにしてきたように,認 識の拡張は,取 引概念の中核をなす現金

概念の拡張(変 更)に よって導かれるゆそして,.現 金概念の拡張(変 更)は,

企業経営者の期待と当該期待に関する責任の大きさの価格づけのあり方の量的

ないし質的な拡張(変 更)を 含意 している。しかし,企 業経営者の期待と当該

期待に関する責任の大きさの価格づけのあり方が量的にまたは質的に拡張(変

更)さ れるならば,多 くの場合,か かる拡張(変 更)に よって,企 業経営者の

期待 も(し たがってまた当該期待にもとつ く企業経営者の経営行動それ 自体

も)何 らかの影響 を受 けること.になるであろう。「1円 まで争い得る」経済

的 ・財務的責任を問われる場合に,当 の責任の大きさの価格づけのあ り方が拡

張(変 更)さ れるのであるから,そ れは,き わめて当然のことといわねばなる

まい。

したがって,現 金概念の拡張問題について議論するさい};は,当 該拡張に

よって不可避的にもたらされるであろう企業経営者の期待(な らびに当該期待

にもとつ く企業経営者の経営行動それ自体)の 変更をも視野に入れておく必要

があるのである。 この問題の検討は今後の課題 としたい1%

.

舞

、

醜

【
騨
」

15)こ の問 題 につ い て は,さ しあ た り,藤 井 〔1996b〕,124-127ペ ー ジ を参 照 さ れ た い 。

陰
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